
○新型インフルエンザ等対策特別措置法 

（平成二十四年五月十一日） 

（法律第三十一号） 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型イ

ンフルエンザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を

作成するものとする。 

２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する

事項 

二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項 

イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法によ

る提供 

ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防

止に関する措置 

ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

三 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 

四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機

関との連携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対

策に関し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関

係がある事項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければ

ならない。 

４ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなけれ

ばならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必

要があると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすること

ができる。 

６ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告

するとともに、公表しなければならない。 

７ 前条第三項及び第八項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。 

８ 第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。 

（令三法五・一部改正） 

 


